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１ 設立趣旨

危機に直面する里山

戦後、わが国では第二次・第三次産業が伸展し、反対に第一次産業は衰退しました。約６０年間で

農山村から都市部へと労働力が流出したことにより、農山村では後継者不足と労働力の高齢化がすす

み、耕作放棄地は増加し続けています。そして、いわゆる里山と呼ばれる農山村の自然的かつ社会的

環境は崩壊の危機に直面しています。また、農山村においても生活様式は都市化し、人口減少と相ま

って地域社会の結びつきは弱まり、長く伝えられてきた生活文化は間もなく途切れる危険性が濃くなっ

ています。

実践的な里山再生へ

人口流出の大きな理由の一つとして、農山村には仕事がないことが挙げられます。行政は工場誘

致や商業施設を設けるなど、雇用機会を増やす努力をしてきました。これらは一定の効果をあげました

が、根本的な解決には至っていません。私たちは、農山村の自然的・社会的環境を将来世代に健全な

形で手渡すことを大きな目標とし、農山村における持続可能なライフスタイルと地域社会モデルについ

て、実践と検証を並行しつつこれらを確立することを目指します。具体的には、定住人口増加を目指し

た仕事づくり、自給的な農業生産技術の研修と担い手育成、伝統的な生活文化の伝承、都市との交流

人口増加を目指したグリーンツーリズムの推進を行います。私たちは、これらの実践を通じて人と自然

が共鳴しあう関係が息づく里山を再生し、都市と農山村の交流をより一層深め、農山村への移住と定

住を促進し、持続可能な農山村づくりに貢献します。

２ 申請に至るまでの経過

私たちは、農山村が持つ豊かさや自然の素晴らしさに触れるうちにここに暮らしたいと強く思

い、実際に住みはじめました。しかし現在、第一次産業で生計をたてていくことは非常に困難

です。しかし、ここに住むだけで都市へと通勤するのは本意ではありません。また、私たちと

同様に都市から農山村へと移住を望む人々がいます。しかし、彼らにとって働きがいがあり、

かつ持続可能な農山村づくりに役立つ雇用機会は極めて少ないのが現状です。そこで、このよ

うな状況を変えるために組織を作り、特定非営利活動促進法に基づく法人格を得て社会的に認

められることで、地域との連携を深め、より実効的に活動を展開していきたいと思い、申請に

至りました。
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